
八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱の一部を改正する告示

を次のように定める。 

　　令和８年５月１８日 

 

　　　　　　　　　　　　八　街　市　長　　北　村　　新　司 

 

八街市告示第１６０号 

八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱の一部を改正する

告示 

八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱（令和４年告示第１０

９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「令和５年度」を「令和６年度」に改める。 

附　則 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の八街市住宅用設備等脱炭素化促

進事業補助金交付要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。


